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同じ薬をもらっていませんか？ 

　薬の飲みすぎにより、次のような症状が出る
ことがあります。

その症状、薬の飲みすぎが原因かも…？

嚥下困難 不眠

食欲不振

めまい・ふらつき

認知機能の低下

物忘れ

ADL※の低下
（による転倒）

排尿障害
便秘

※ＡＤＬ　日常生活動作

　同じ病気やけがで複数の医療機関を受診することをはしご
受診（重複受診）といいます。　
　はしご受診によって、同じ検査・診療が繰り返され、同じ
ような薬を処方されると、医療費を多く支払うことになるだ
けでなく、薬の多剤服用（ポリファーマシー）により副作用
の危険が高まります。
　特に、高齢になると体内で薬を分解したり、排泄したりす
る力が弱くなるため、薬が効きすぎてしまって副作用が出や
すくなることがあります。
　また、「薬が原因で普段の生活に支障が出る状態」は新し
い病気と勘違いされやすく、さらに薬が増えて状況が悪化す
る場合があります。

　バイオシミラーやリフィル処方せんの利用につ
いては、かかりつけ医や薬剤師にご相談ください。

　「バイオ医薬品」とは、主にがん、糖尿病、
関節リウマチ、腎性貧血などに使われる注
射剤で、その特性上、普通の薬と比べると
費用がかかるため、価格も高くなる傾向が
あります。
　バイオシミラー（バイオ後続品）は、ジェ
ネリック医薬品と同様、開発費が抑えられ
る分、バイオ医薬品よりも価格が低いので、
切り替えることで医療費の節約になりま
す。なお、高額療養費制度を利用している
などの理由で自己負担額が下がらない場合
もあります。

　リフィル処方せんとは、症状が安定している場合に医師が認めた
期間・回数に限り、医療機関を再度受診することなく最大３回まで
繰り返し使用可能な処方せんのことです。リフィル処方せんを利用
することで通院の手間や医療費の負担の軽減になります。

［対象外となる薬］投薬量に限度がある薬（新薬や向精神薬など）、湿布薬

　セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽
度な身体の不調は自分で手当てすること」（世界保健機関（ＷＨＯ）
定義）です。
　日頃から体調管理を心がけることで、医療費の節約にもつながります。

医師や薬剤師に知らせていない薬は
ありませんか？

　市販薬や健康食品、サプリメントを服用してい
る場合も、必ず医師や薬剤師に伝えてください。
　お薬手帳を一つにまとめてかかりつけの薬局
を作りましょう。

薬は正しい飲み方で飲んでいますか？
　決められたタイミングで、決められた量を飲
むことが大切です。勝手に量を増減させること
は避けましょう。

生活の中でいつもと違った症状は
ありませんか？

　体調の変化が薬の副作用によるものか、新し
い病気によるものかの判断は非常に難しいで
す。そのため、病院では、薬の使用情報や生活
の情報などをあわせて診断します。
　いつ頃から、どのような症状が出てきたのか、
気になる症状についてメモしておきましょう。

お困りのときは、かかりつけ医
や薬剤師に相談しましょう!

バイオシミラーについて リフィル処方せんについて

セルフメディケーションについ
て
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国
保
の
加
入
・
脱
退
は
届
け
出

届
け
出
を
忘
れ
ず
に

国
保
の
加
入
・
脱
退
に
は	

	

届
け
出
が
必
要
で
す

75
歳
未
満
で
、
勤
め
先
の
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

か
た
と
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
か
た
以
外
は
、
全
員
国

民
健
康
保
険（
国
保
）に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

退
職
な
ど
で
職
場
の
健
康
保
険
の
資
格
を
失
っ
た
と
き

や
、
就
職
し
て
職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
と
き
な
ど

は
、
必
ず
国
保
の
加
入
・
脱
退
の
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ

い
。
な
お
、
マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち
の
か
た
も
届
け
出

が
必
要
で
す
。

届
け
出
が
な
い
と
保
険
税
・
保
険
料
が
二
重
に
掛
か
っ

た
り
、
無
保
険
状
態
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

届
け
出
に
必
要
な
も
の

【
国
保
の
加
入
】

•	

職
場
の
健
康
保
険
を
脱
退
し
た
証
明
書

会
社
・
事
業
所
か
ら
発
行
さ
れ
る
、
健
康
保
険

の
喪
失
日
や
記
号
・
番
号
な
ど
が
記
載
さ
れ
た
書

類
で
す
。

離
職
票
と
は
異
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
国
保
の
脱
退
】

•	

職
場
の
健
康
保
険
の
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
、
ま

た
は
資
格
確
認
書（
被
扶
養
者
分
含
む
）

•	

国
保
の
資
格
確
認
書
、
高
齢
受
給
者
証
、
限
度
額

認
定
証（
お
持
ち
の
か
た
の
み
）

国
保
の
資
格
取
得
日

は
、
退
職
な
ど
で
ほ
か

の
健
康
保
険
の
資
格
を

喪
失
し
た
日
で
あ
り
、

加
入
の
届
け
出
を
し
た

日
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

日
本
に
住
所
が
あ
る

か
た
は
、
必
ず
何
ら
か

の
健
康
保
険
に
加
入
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た

め
、
保
険
に
加
入
す
る

届
け
出
の
際
に
は
、
無

保
険
の
期
間
が
で
き
な

い
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
、
前
の

健
康
保
険
を
喪
失
し
た

日
か
ら
国
保
に
加
入
す

る
こ
と
に
な
り
、
国
保

税
の
納
付
義
務
も
さ
か

の
ぼ
っ
て
発
生
し
ま
す
。

修
学
の
た
め
転
出
す
る
か
た
へ

修
学
の
た
め
に
大
館
市
か
ら
転
出
し
た
後
も
、
引
き
続

き
大
館
市
の
国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
場
合
は
届
け
出

が
必
要
で
す
。

届
け
出
に
必
要
な
も
の

•	

在
学
証
明
書

•	

修
学
す
る
か
た
の
資
格
確
認
書
（
お
持
ち
の
か
た

の
み
）

３
月
中
に
転
出
の
届
け
出
を
す
る
場
合
は
、
合
格

通
知
や
入
学
許
可
証
な
ど
修
学
先
の
正
式
名
称
が
確

認
で
き
る
も
の
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。（
４
月
以
降

に
改
め
て
在
学
証
明
書
を
提
示
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
）

な
お
、
卒
業
や
中
途
退
学
な
ど

で
学
生
で
な
く
な
っ
た
時
も
届
け

出
が
必
要
で
す
。

※�

防
衛
大
学
校
や
無
認
可
校
な
ど

対
象
に
な
ら
な
い
学
校
が
あ
り

ま
す
。

届
け
出
先

市

民

課

市

民

係（
本
庁
１
階
②
～
③
窓
口
）

比
内
総
合
支
所
市
民
生
活
係（
比
内
総
合
支
所
１
階
）

田
代
総
合
支
所
市
民
生
活
係（
田
代
総
合
支
所
１
階
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
保
険
証
利
用
登
録
の
有

無
に
よ
り
、
交
付
さ
れ
る
書
類
が
異
な
り
ま
す
の

で
、
事
前
に
確
認
し
て
か
ら
お
越
し
く
だ
さ
い
。

国保加入
手続き
（届出日）

国保取得日

健康保険の喪失日まで
さかのぼって資格が発生。

国保税も喪失日から計算します。健康保険喪失日

＝

健康保険 国　　保

保
険
課
国
保
係

☎
43
‐
７
０
４
７
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国
保
に
加
入
す
る
前
に
、
ご
確
認
を

国
保
に
加
入
す
る
前
に
、
ご
確
認
を

退
職
後
の
健
康
保
険
任
意
継
続

勤
め
先
の
健
康
保
険
に
継
続
し
て
２
カ
月
以
上
加
入
し

て
い
た
75
歳
未
満
の
か
た
は
、
退
職
日
の
翌
日
か
ら
20
日

以
内
に
申
請
す
れ
ば
、
退
職
後
も
２
年
間
を
限
度
に
勤
め

先
の
健
康
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
れ
を
任
意
継
続
と
い
い
、
保
険
料
は
退
職
時
の
給
与

で
決
ま
り
、
原
則
２
年
間
変
わ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
国
保

は
世
帯
内
の
加
入
人
数
に
応
じ
て
保
険
税
が
変
わ
り
ま
す

が
、
任
意
継
続
で
は
条
件
を
満
た
せ
ば
加
入
者
１
人
分
の

保
険
料
で
す
み
ま
す
。
そ
の
た
め
、
任
意
継
続
の
保
険
料

の
方
が
国
保
税
よ
り
低
額
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

市
で
は
、
国
保
に
加
入
し
た
場
合
の
国
保
税
の
試
算
を

行
っ
て
い
ま
す
。
任
意
継
続
し
た
場
合
の
保
険
料
は
、
勤

め
先
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

注　
意

•	

任
意
継
続
の
申
請
期
限
は
退
職
日
の
翌
日
か
ら
20

日
以
内
で
す
。
国
保
税
と
任
意
継
続
保
険
料
の
試

算
を
行
う
場
合
は
、
退
職
前
に
行
っ
て
お
く
こ
と

を
お
勧
め
し
ま
す
。

•	

健
康
保
険
に
よ
っ
て
は
、
国
保
に
は
な
い
独
自
の

医
療
費
助
成
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
健
康
保
険
で
医
療
費
助
成
制
度
を
受
け

て
い
る
か
た
は
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

扶
養
認
定

勤
め
先
の
健
康
保
険
は
、
扶
養
の
人
数
で
保
険
料
が
増

え
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
利
点
が
あ
り
ま
す
。
扶
養
の
対

象
と
な
る
年
収
の
目
安
は
、
１
３
０
万
円
（
60
歳
以
上
の

か
た
は
１
８
０
万
円
）
未
満
で
、
健
康
保
険
加
入
者
本
人

の
年
収
の
半
分
以
下
な
ど
の
条
件
が
あ
り
ま
す
。

収
入
が
あ
る
場
合
で
も
、
家
族
の
勤
め
先
に
相
談
し
て

み
ま
し
ょ
う
。

注　
意

•	

健
康
保
険
加
入
者
本
人
が
扶
養
し
て
い
る
配
偶

者
・
子
・
父
母
・
祖
父
母
で
あ
れ
ば
、
同
居
し
て

い
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

•	
年
収
に
は
遺
族
年
金
や
障
害
者
年
金
も
含
み
ま
す
。

•	
障
害
者
の
場
合
、
年
収
の
基
準
は
60
歳
未
満
で
も

１
８
０
万
円
未
満
で
す
。

•	 

19
～
22
歳
の
か
た（
配
偶
者
を
除
く
）の
年
収
の
基

準
は
１
５
０
万
円
未
満
で
す
。

•	

扶
養
の
実
態
、
家
計
の
状
況
、
就
労
能
力
な
ど
に

よ
っ
て
認
定
さ
れ
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

任
意
継
続
に
つ
い
て
の
条
件
・
保
険
料
、
扶
養
認

定
に
つ
い
て
は
勤
め
先
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

国
保
税
の
試
算
は
、

　

税
務
課
市
民
税
係（
☎
43
‐
７
０
３
３
）ま
で

勤
め
先
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
場
合

は
、
国
保
脱
退
の
届
け
出
は
会
社
が
行
っ
て

く
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
す
か
。

脱
退
の
届
け
出
は
、
加
入
の
届
け
出
と
同

様
に
ご
本
人
が
行
い
ま
す
。
会
社
か
ら
市
へ

社
会
保
険
加
入
の
情
報
が
送
ら
れ
て
く
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

職
場
の
健
康
保
険
を
脱
退
し
た
証
明
書
が

ま
だ
送
ら
れ
て
こ
な
い
た
め
、
国
保
加
入
の

手
続
き
を
行
え
ま
せ
ん
。
す
ぐ
に
病
院
を
受

診
し
た
い
場
合
は
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
で
し

ょ
う
か
。

医
療
機
関
の
窓
口
で
、
国
保
へ
の
切
り
替

え
手
続
き
中
で
あ
る
こ
と
を
を
申
し
出
て
、

医
療
機
関
の
指
示
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。

国
保
脱
退
の
届
け
出
を
し
た
い
の
で
す

が
、仕
事
で
遠
方
に
お
り
窓
口
に
行
け
ま
せ
ん
。

届
け
出
に
必
要
な
も
の
が
あ
れ
ば
、
代
理

の
か
た
に
よ
る
届
け
出
も
可
能
で
す
。
代
理

に
よ
る
届
け
出
も
難
し
い
場
合
は
、
保
険
課

国
保
係
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

	

（
☎
43
‐
７
０
４
７
）

保
険
課
国
保
係

☎
43
‐
７
０
４
７
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申
請
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

療
養
費
の
支
給

医
師
の
指
示
で
治
療
の
た
め
の
補
装
具
な
ど
を
購
入
し
た
場
合
、
補
装
具
の
代
金
か
ら

自
己
負
担
分
を
引
い
た
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

●
必
要
な
も
の

領
収
書
・
医
師
の
指
示
書
・
預
金
通
帳
等
振
込
先
の
わ
か
る
も
の

（
福
祉
医
療
費
受
給
者
は
、
自
己
負
担
分
の
申
請
に
は
ん
こ
が
必
要
で
す
。）

葬
祭
費
の
支
給

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
か
た
が
亡
く
な
っ
た
場
合
、
葬
祭
を
行
っ
た

か
た
に
５
万
円
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

●
必
要
な
も
の

葬
祭
を
行
っ
た
か
た
の
預
金
通
帳
等
振
込
先
の
わ
か
る
も
の

葬
儀
日
程
や
葬
儀
費
用
が
わ
か
る
も
の

高
額
療
養
費
の
支
給

１
カ
月
当
た
り
の
医
療
費
が
下
表
の
限
度
額
を
超
え
た
場
合
、
超
え
た
分
の
金
額
が
高

額
療
養
費
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

●
必
要
な
も
の

預
金
通
帳
等
振
込
先
の
わ
か
る
も
の

※�

一
度
申
請
す
れ
ば
、
高
額
療
養
費
が
発
生
す
る
場
合
に
は
自
動
的
に
計
算
さ
れ
、
登

録
さ
れ
た
口
座
に
振
り
込
み
ま
す
。（
た
だ
し
、
振
込
口
座
を
変
更
し
た
い
場
合
は

申
請
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。）

高
額
療
養
費
な
ど
の
給
付
申
請
に
お
い
て
、
公
金
受
取
口
座
の
利

用
が
可
能
で
す
。（
公
金
受
取
口
座
の
登
録
制
度
と
は
、
給
付
金
の

受
け
取
り
の
た
め
の
口
座
を
国
に
任
意
で
登
録
す
る
制
度
で
す
。）

詳
し
く
は
、
デ
ジ
タ
ル
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
金
受
取
口
座
登

録
制
度
の
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
ご
案
内

保
険
課
医
療
給
付
係

☎
43
‐
７
０
４
６

高額療養費自己負担限度額（月額）		 （令和８年３月時点のもの。今後変更の可能性あり。）

自己	
負担の	
割合

所得区分
※1

外来＋入院
（世帯単位で計算）外来

（個人単位で計算）

３
割

現役並み
所得者Ⅲ

市県民税課税所得が
690万円以上

252,600円＋（総医療費－842,000円）×1%
（過去12カ月で4回目からは140,100円）

現役並み
所得者Ⅱ

市県民税課税所得が
380万円以上

167,400円＋（総医療費－558,000円）×1%
（過去12カ月間で4回目からは93,000円）

現役並み
所得者Ⅰ

市県民税課税所得が
145万円以上

80,100円＋（総医療費－267,000円）×1%
（過去12カ月間で4回目からは44,400円）

２
割 一 般 Ⅱ

市県民税課税所得が	
28万円以上かつ世帯の収入
等が一定以上　※2

18,000円
（年間上限144,000円）
（8月～翌年7月）

57,600円
（過去12カ月間で4回
目からは44,400円）

１
割

一 般 Ⅰ 現役並み所得者、一般Ⅱ、	
低所得Ⅰ・Ⅱ以外

低所得Ⅱ 世帯全員が市県民税非課税
8,000円

24,600円

低所得Ⅰ ※３ 15,000円

※１.	 自己負担限度額の所得区分は世帯単位で決定されます。
※２.	「年金収入＋その他の合計所得金額」が世帯に被保険者が１人の場合は 200 万円以上、

２人以上の場合は合計 320 万円以上
※３.	 世帯の全員が市県民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除（年金の所得は

控除額を 806,700 円として計算）を差し引いたときに０円となるかた。

75歳以上
のかたへ
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保
険
料
を
口
座
振
替
に
変
更
で
き
ま
す

納
付
書
で
保
険
料
を
納
め
て
い
る
か
た
は
、
納
付
方
法

を
口
座
振
替
に
変
更
で
き
ま
す
。
な
お
、
国
民
健
康
保
険

税
を
口
座
振
替
で
納
め
て
い
た
か
た
も
、
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
の
口
座
振
替
は
改
め
て
申
し
込
む
必
要
が
あ
り

ま
す
。

振
替
を
希
望
す
る
か
た
は
預
貯
金
口
座
の
金
融
機
関
に

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※�

口
座
振
替
の
開
始
は
申
込
の
翌
月
以
降
の
納
期
か
ら
に

な
り
ま
す
。

●
必
要
な
も
の

通
帳
・
通
帳
印
・
納
付
書
ま
た
は
領
収
書

※�

特
別
徴
収（
年
金
天
引
き
）か
ら
口
座
振
替
に
変
更
を
希

望
す
る
か
た
は
、
保
険
課
医
療
給
付
係
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

保
険
料
が
減
免
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

災
害
な
ど
で
重
大
な
損
害
を
受
け
た
、
世
帯
主
の
失
業

等
に
よ
り
世
帯
の
収
入
が
著
し
く
減
少
し
た
な
ど
、
保
険

料
を
納
め
る
の
が
困
難
な
事
情
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、

申
請
に
よ
り
保
険
料
が
減
免
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

な
お
、
減
免
の
対
象
と
な
る
の
は
申

請
後
に
納
期
限
が
到
来
す
る
分
で
す
。

申
請
前
に
納
付
し
た
保
険
料
は
対
象
に

な
り
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

第
三
者
行
為
の
届
け
出
を
お
願
い
し
ま
す

交
通
事
故
な
ど
、
第
三
者
の
行
為
で

受
傷
し
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
を
使

用
し
て
医
療
機
関
を
受
診
す
る
と
き
は

届
け
出
が
必
要
で
す
。

加
害
者
か
ら
直
接
医
療
費
を
受
け
取

っ
た
り
、
示
談
を
済
ま
せ
た
り
す
る
前

に
、
必
ず
保
険
課
医
療
給
付
係
に
連
絡

し
、
必
要
書
類
の
提
出
を
お
願
い
し
ま

す
。

※
交
通
事
故
以
外
に
も
、

•	

他
人
の
飼
い
犬
に
噛
ま
れ
た

•	

飲
食
店
で
の
食
中
毒

な
ど
の
場
合
も
届
け
出
が
必
要
で
す
。

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の	

	

利
用
を
お
願
い
し
ま
す

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
価
格
は
新
薬
の
半
額
程
度

で
、
効
果
は
新
薬
と
同
等
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い

ま
す
。
新
薬
の
特
許
が
切
れ
た
後
に
新
薬
と
同
じ
有
効
成

分
を
同
じ
量
使
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
の
で
、
品
質
・
安
全

性
も
保
証
さ
れ
て
い
ま
す
。

現
在
服
用
し
て
い
る
新
薬
に
ど
の
よ
う
な
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品
が
あ
る
の
か
、
一
度
薬
局
な
ど
で
相
談
し
て
み

ま
し
ょ
う
。

※�

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
が
存
在
し
な
い
も
の
や
、
医
師

の
判
断
で
変
更
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

特
定
健
診
・
後
期
高
齢
者
の
健
診
を	

	

受
け
ま
し
ょ
う

糖
尿
病
や
脂
質
異
常
症
な
ど
の
生
活
習
慣
病
を
早
期
に

発
見
し
て
、
早
め
に
医
療
を
受
け
て
も
ら
え
る
よ
う
に
、

６
月
か
ら
健
診
を
実
施
し
ま
す
。

受
診
券
は
４
月
下
旬
か
ら
５
月
に
か
け
て
お
送
り
す
る

予
定
で
す
。

詳
し
い
内
容
・
日
程
は
、「
広
報
お
お
だ
て
」
４
月
号

と
同
時
配
布
す
る「
令
和
８
年
度
健
康
ガ
イ
ド
」
ま
た
は
、

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

◇
特
定
健
診
・
後
期
高
齢
者
の
健
診
の
問
い
合
わ
せ

健
康
課
成
人
健
診
係　
☎
42
‐
９
０
５
５

振
り
込
め
詐
欺
・
不
審
電
話
に	

	

ご
注
意
く
だ
さ
い

市
の
職
員
を
名
乗
っ
た
医
療
費
の
払
い
戻
し
を
か
た
る

な
ど
の
不
審
電
話
が
多
数
発
生
し
て
い
ま
す
。

市
で
は
、
還
付
金
や
療
養
費
の
支
給
な
ど
を
電
話
だ
け

で
連
絡
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
電
話
の
内
容
に
疑
問
を
感
じ

た
場
合
は
、
相
手
の
指
示
に
従
わ

ず
に
氏
名
や
所
属
な
ど
を
確
認
し

て
電
話
を
切
り
、
市
役
所
や
警
察

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

•	

大
館
警
察
署　
　
　
　

☎
42
‐
４
１
１
１

•	

警
察
相
談
専
用
電
話　

♯
９
１
１
０

•	

大
館
市
役
所
保
険
課　

☎
43
‐
７
０
４
６
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健康だより

問い合わせ　健康課　☎ 42-9055

骨粗しょう症予防 ～今からできることをコツコツと～
骨粗しょう症とは？
　骨が弱くなり、骨折の危険が高くなる状態のことをいいます。
骨は、常に古い骨が壊され、新しい骨を作るという骨の新陳代謝
を繰り返すことで強度を保っています。加齢などの要因で、骨を壊
すスピードに新しい骨を作るペースが追いつかなくなり、これが進
行すると骨粗しょう症になります。
骨粗しょう症になり、骨がスカスカになると、転倒はもちろん、
くしゃみなどのちょっとした衝撃でも骨折する場合があります。

骨粗しょう症のリスク
•	 加齢
•	低体重
•	喫煙
•	多量の飲酒
•	運動不足
•	カルシウム不足
•	女性（閉経）
•	 ステロイド服薬　など

骨粗しょう症の予防

●�主食・主菜・副菜を揃えて３食
食べる
プラス　カルシウムの吸収率が
良い牛乳、乳製品を加えましょう。
●�リンや食塩のとりすぎに注意！
カルシウムの吸収を妨げ、尿へ
排出させる作用があります（インス
タント食品、スナック菓子、炭酸
飲料、高塩分の食品などに多く含
まれている）。

●�特に効果的なのは、かかとへ
の刺激
ウォ―キングやジョギングが
おすすめです。
筋力やバランスを鍛えること
で、転倒による骨折を防ぐ効果
もあります。

●�夏は１日約10分、冬は約
60分の日光浴がめやす
カルシウムの吸収を助け
るビタミン Dは、日光浴
で皮膚からも作られます。
天気のいい日は、外でラ
ンチや運動、季節の行楽と
組み合わせて楽しく日光浴
をしましょう。

骨粗しょう症検診を受けましょう

令和７年度から女性を対象に骨粗しょう症検診を開始しました。
令和８年度の対象年齢や受診方法等の詳細については、広報４
月号と一緒に配布される「令和８年度健康ガイド」をご覧ください。

～閉経と骨粗しょう症の関係～
女性ホルモン（エストロゲン）は骨の形成を促し、骨の破壊を抑える
働きがあります。
しかし閉経したことで急激に女性ホルモンが減るため、骨を破壊す
る働きが上回ってしまいます。そのため男性よりも女性が骨粗しょう
症になりやすくなっています。

食事 運動 日光浴

高齢期に骨折をすると

要介護状態や寝たきりの
危険が高まります！

広めの歩幅で	
リズムよく

肩の力を抜いて
腕を軽く振る

膝を伸ばして	
かかとから着地

検診で早期発見、	

早期治療、	

そして予防！


